
ODR活性化検討会の開催について 

1. 「成長戦略フォローアップ」（令和元年６月 21日閣議決定）において、

「紛争の多様化に対応した我が国のビジネス環境整備として、オンライ

ンでの紛争解決（ODR）など、IT・AIを活用した裁判外紛争解決手続など

の民事紛争解決の利用拡充・機能強化に関する検討を行い、基本方針に

ついて 2019年度中に結論を得る。」とされた。これを受け、ODR活性化

検討会（以下「検討会」という。）を開催する。

2. 検討会の委員は、別紙のとおりとする。ただし、座長は、必要と認め

るときは、構成員の追加又は関係者の出席を求めることができる。

3. 検討会の庶務は、内閣官房日本経済再生総合事務局において処理する。

4. 検討会は非公開とし、検討会の終了後、議事要旨及び検討会で配布された

資料を速やかに公表する。ただし、座長が必要と認めるときは、議事要旨

又は配布資料の全部又は一部を公表しないものとすることができる。

5. 前各項に定めるもののほか、検討会の運営に関する事項その他必要

な事項は、座長が定める。




